
三次市教育委員会議案第４２号 

 

 

 三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則案を次の

とおり提出する。 

 

 

  令和５年２月１０日 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

（案） 

 

三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則（平成１６年三次市教育委員会

規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条中第１６号を第１７号とし，第５号から第１５号までを１号ずつ繰り下

げ，第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ センター長 

 第４条第２号中「及び場長」を「，場長及びセンター長」に改める。 

   附 則 

 この規則は，三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条

例（令和５年三次市条例第  号）の施行の日から施行する。 


